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改訂に伴いランクが変更になる抗菌性物質とその理由 

 

食品を介して人の健康に影響を及ぼす細菌に対する抗菌性物質の重要度のラ

ンク付けについて（平成 18 年 4 月 13 日食品安全委員会決定）の改正につ

いては、令和 6年 12月 4日に開催された第 56回薬剤耐性菌に関するワーキン

ググループにおいて審議結果（案）がとりまとめられた。現在、審議結果

（案）について幅広く国民に意見・情報を募っているところであり、その後食

品安全委員会に報告予定である。今回の改正に伴いにランクが変更になった抗

菌性物質とその理由は以下のとおり。 

 

抗菌性物質又は 

系統名 

変更内容 変更理由 

シデロフォアセファ

ロスポリン系 

（セフィデロコル） 

 

Ⅰに追加 2023 年以降新たに人用治療薬として承認

された抗菌性物質。 

セフィデロコルは、MBL1産生 CPE によ

る感染症において、現存する唯一の単剤

で治療可能な β-ラクタム系抗菌薬であ

り、他剤が利用できる場合には、その使

用は極力控えるべきとされており（参照

１）、非常に限られた治療薬であると考え

られるため。 

なお、セフィデロコルは、WHO AWaRe

分類において「その他のセファロスポリ

ン系」、WHO人用抗菌薬の重要度ランク

付け（第 7版）において「シデロフォア

セファロスポリン系」に分類されてお

り、細菌の鉄取り込み機構を利用した独

自の菌体内輸送機序を有していることか

ら、セフィデロコルが属するシデロフォ

アセファロスポリン系を新たな系統とし

て追記する。（参照２～４） 

ニトロイミダゾール

系 

Ⅲ→Ⅱに変

更 

Clostridioides difficile 感染症に対する限ら

れた治療薬としてWHO人用抗菌薬の重

要度ランク付け（第 7版）で重要度がラ

 
1 メタロ-β-ラクタマーゼ（metallo-β-lactamase: MBL） 

資料２ 
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ンクアップしたが（参照３）、国内でも同

じ状況であると考えられるため、ランク

Ⅱに変更する。 
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